
支笏洞爺国立公園の将来目標と改定管理計画との関係について

１．多様な火山景観を
楽しめる公園とする。

•支笏湖、洞爺湖をは
じめとするカルデラ湖、
羊蹄山や昭和新山、
樽前山など様々な形
式の火山、噴火による
自然の改変と再生の
営み、地殻変動の痕
跡や硫気現象など火
山活動を由来とした地
形・地質、広大な自然
林や高山植物群落、
そこに生息する野生
生物と一体となった優
れた自然景観の適切
な保全と利用を図ると
ともに、環境学習の場
としても活用する。

２．自然風景と温泉を
満喫できる保養地にす

る。

•都市部や空港等から
利便性の良い立地に
ありながらも、原生
的・神秘的な雰囲気を
感じられる自然を有す
る。

•散策、自転車、カヌー
などのゆったりとした
利用の促進を図る。

•温泉地では情緒ある
雰囲気を維持して良
質な温泉を楽しめる
地域づくりを目指す。

３．地域に応じた適正
かつ快適な利用環境

を確立する。

•近年増えている新た
なレクリエーションも
含めて多種多様な自
然体験活動がもたら
す軋轢を解消し、地域
特性に応じた秩序あ
る利用のあり方を確
立する。

４．環境へ配慮した公
園利用を推進する。

•北海道洞爺湖サミット
及びＪ８サミットで得ら
れた経験を活かし、地
球環境や身近な環境
問題への関心を呼び
起こさせる活動や低
炭素化への取り組み、
更なる国際化対応な
どを推進する。

５．多様な主体の参画
による公園の管理を

行う。

•自然環境の保全活動
や公園利用施設の維
持管理にあたっては、
地域の活動団体や研
究者、行政機関など
多様な主体と連携して
活動を推進する。

将来目標(案)

新規

本公園の特徴である様々な形
式の火山、火山活動を由来とし
た原生的な自然環境を厳正に
保全するため、開発行為による
これらの改変は極力抑制すると
ともに、人為の改変による植生
復元対策、外来生物対策、希少
動植物の保護増殖等、生物多
様性の保全のために必要な施
策を講じる。

(目標１．５に該当)

公園利用者が日常の生活環
境とは異なる火山景観や温泉
現象等を身近にかつ安全に享
受できるよう、また、環境学習と
しての場としても活用できるよう
施設整備を進めるほか、地域ご
とや季節ごとのリアルタイムの
情報提供を展開し、自然とのふ
れあいの推進や新たな公園利
用方策を検討する。

(目標１．２．３に該当)

北海道洞爺湖サミットでの取
り組みを活かした環境配慮型施
設の導入、エコツーリズム、フッ
トパス、滞在型観光を積極的に
施策に導入するよう検討する。

(目標４に該当)

関係機関、パークボランティア、
ＮＰＯ等の多様な主体と連携し、
自然環境の保全や再生等の活
動を推進するほか、公園利用
者に対する情報提供の体制の
確立や地域活動による公園管
理を進めるための担い手の養
成・支援を行うよう努める。

(目標５に該当)

将来目標の
達成のため
の管理の基
本方針(案)

新規

支笏湖・定山渓地区

•当地区の自然を構成する火山地形、こ
れらを覆っている広大な自然林及びそこ
に生息する野生生物などが一体となって
優れた自然景観を形成しており、これら
の環境が持続的に保全されるよう風致
景観の保護を図る。

•主要な公園道路沿線は、森林の保全や
修景緑化による緑の回廊的道路の創出、
道路付帯の工作物等の意匠に配慮した
風致保護を図るとともに、展望地等にお
いては、展望方向の通景線の確保にも
留意する。公園入口部は、エントラス
ゾーンとしての空間づくりを図る。

•集団施設地区をはじめ主要な公園利用
拠点及びこれらを連絡する道路等の適
正な整備を推進する。特に当地区は、都
市地域に近く自然探勝等の野外レク
リェーションに適した森林、湖等の資源を
有していることから、キャンプ、親水、自
然観察、登山等自然とのふれあいの場
の整備に努める。

•環境省所管地(支笏湖集団施設地区)は、
営造物的公園地区として、これにふさわ
しい風致の保護及び利用施設の整備、
維持管理を図るとともに、特に公共施設
の国有財産については、地元団体の協
力を得て適正な管理を図る。

•市街化の進んだ定山渓地区については、
快適な温泉街としての環境整備を図る。

•ビジターセンターについて、展示物等の
内容充実、利用者に対する適切な情報
の提供、自然に親しむ各種行事の企画
等を推進し、その有効利用を図る。

•適正で快適な公園利用を図るため、湖
岸や園地への自動車の乗り入れ規制、
湖岸での自家用ボートの係留規制、水
上オートバイの適正な湖面利用誘導及
び高山植生帯への歩行者の進入規制等

羊蹄山地区

•羊蹄山は眺望の対象として高い価値を
持つことを踏まえ、山麓から山頂にかけ
ての植物や地形等の一体的な保全を図
る。

•登山道沿線の植生の保護が図られるよ
う関係機関と調整を図る。

•真狩口や半月湖等の利用拠点は、自然
探勝等のための適切な施設整備を行う
とともに利用者指導を推進し、自然との
ふれあいの推進を図る。

•「ゴミ持ち帰り運動」を基本とした美化清
掃活動の推進を図る。

洞爺湖地区

•当地区に残された貴重な自然である有
珠山、洞爺湖の湖畔林、湖岸線及び中
島の保護を図る。

•洞爺湖の水質が保全されるよう関係機
関に働きかける。

•当地区の自然探勝や散策利用を推進す
るため、利用者の安全の確保に留意し
つつ必要な公園利用施設の整備及び再
整備を図る。

•特に市街化の進んだ洞爺湖温泉地区に
ついては、これ以上の無秩序なスプロー
ル化を抑制するよう関係機関と調整を図
るとともに、地元の街づくりの動きと連携
し地区の再開発や建築物、看板等のデ
ザイン、地区の修景緑化等長期的な視
点に立った快適な環境づくりに努める。

•湖畔を含む洞爺湖の適正な利用を推進
するため、関係機関と調整を進め、無秩
序な利用を防止するよう努める。

•有珠山やその周辺で噴火、有毒ガスの
発生、落石等の危険のある個所におい
ては、利用者の安全を確保するために
適切な規制や誘導方法等について検討
する。

•地区の美化清掃については、美化財団
及び北海道の自然公園を美しくする会に
よる事業が適正に行われるよう指導する。

登別地区

•登別の温泉市街地を取り巻く森林や火
山地帯及び倶多楽湖カルデラ内側の自
然環境の保全を図る。

•北部の山岳地帯については、できる限り
現在の自然環境の保全が図られるよう
努める。

•倶多楽湖については、神秘的な湖の織
りなす原始性に富んだ景観の保護及び
清楚な水質の保全を図る。

•当地区の自然探勝や散策利用を推進す
るため、利用者の安全確保に特に留意
しつつ必要な公園利用施設の整備を図
る。

•地獄谷や大湯沼周辺の有毒ガスの発生
や転落、熱傷等の危険がある個所につ
いて、利用者の安全確保を図るための
適切な規制や誘導方法等を関係機関と
検討する。

•公園施設の維持管理及び地区の美化清
掃等については、美化財団による事業
が適正に行われるように指導する。

•市街化の進んだ登別温泉街については、
色彩の統一等長期的な視点に立った快
適な環境づくりに努める。

各管理計画
区毎の管理
方針

現行

管理の基本方針を各管理計画区毎に

反映させて、記述を検討する。

資 料 ４

利用者に対する誘導、規制措置を関係
機関の協力のもとに講ずる。

•地域の環境の清潔を保持するため、公
園利用者、施設管理者、地元清掃団体
等の協力により、美化清掃の徹底を図る。




